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この度政府では、平成２４年２月に全ての企業・事業所を対象とした「経済

センサスー活動調査」を総務省・経済産業省が中心となって実施いたします。 

 経済センサスー活動調査は、我が国における経済構造を包括的にとらえ、実

態を明らかにすることを目的とする政府の重要な調査であり、統計法（平成１

９年法律第５３号）に基づいた報告義務のある調査（基幹統計調査）として実

施いたします。 

 この調査結果は、各種行政施策や学術研究の基礎資料としての利活用だけで

なく、経営の参考資料として事業者の方々にも活用していただくことを目指し

ております。 

 支社等を有する企業本社の方々には、調査票の送付（平成２４年１月）に先

立ち、２３年６月中旬以降に「事業所等確認票」を郵送し、事業所等の事業内

容や調査票の回答方法などを確認いたしますので、調査の趣旨、必要性を御理

解いただき、御返送をよろしくお願いいたします。 

 

 

内容詳細は、以下 URL をご参照ください。 

 

http://www.stat.go.jp/data/e-census/guide/index.htm 

 

 

◆◇お問い合わせ先◇◆ 

経済産業省調査統計部構造統計室 

TEL：03-3501-1511（内線 2881） 
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